
平成 22年度決算に基づく財政健全化判断比率 

 

 

 

 

 

 

 

健全化判断比率 むかわ町 摘   要 早期健全化基準 財政再生基準 

実質赤字比率 
－ 

（－２．６６％） 

黒字のため算

出されません 
１４．３８％ ２０．００％ 

連結実質赤字比率 
－ 

（－６．９９％） 

黒字のため算

出されません 
１９．３８％ ３５．００％ 

実質公債費比率 １８．０％ － ２５．０％  ３５．０％  

将来負担比率 ９０．０％ － ３５０．０％  － 

※赤字額がないため、実質赤字比率と連結実質赤字比率は「－」と表示し、参考として黒字の比率を括弧内にマイナス

表記しています。 

※平成２１年度決算において実質公債費比率が１８％を超えたことから、起債には知事の許可が必要になりました。こ

のため、平成２２年度から公債費負担適正化計画に基づき、後年度負担の軽減に努めています。（平成２１年度決算

における実質公債費比率：１９．０％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

会計の名称 むかわ町 摘  要 経営健全化基準 

上水道事業会計 － 
資金不足はあり

ません 
２０．０％ 

下水道事業会計 － 
資金不足はあり

ません 
２０．０％ 

病院事業会計 － 
資金不足はあり

ません 
２０．０％ 

※資金不足額がないため、資金不足比率は「－」と表示しています。 

１ 平成２２年度決算に基づく健全化判断比率 

★用語の説明 

【実質赤字比率】 

  むかわ町の一般会計等（普通会計）の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示す比率 

【連結実質赤字比率】 

  むかわ町の全会計の赤字や黒字を合算し、町としての赤字の程度を指標化し、まちの運営の深刻度を示す比率 

【実質公債費比率】 

  むかわ町の借入金（地方債）の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示す比率（３

年間の平均） 

【将来負担比率】 

  むかわ町の借入金（地方債）や将来支払っていく可能性のある負担等を現時点での残高の程度で指標化し、将来財

政を圧迫する可能性の高さを示す比率 

●早期健全化基準 

  基準を超えると財政状況が悪化した「早期の財政健全化が必要な自治体」とされ、財政健全化計画の策定が義務付

けられ、早期の健全化を図らなければならない。 

●財政再生基準 

  基準を超えると財政が著しく悪化した「財政の再生が必要な自治体」とされ、財政再生計画の策定が義務付けられ、

財政状況の回復を図らなければならない。 

２ 平成２２年度決算に基づく資金不足比率 

（各公営企業会計ごとの比率） 

★用語の説明 

【資金不足比率】 

  各公営企業会計ごとの資金不足

額の事業規模に対する比率 

【経営健全化基準】 

  基準を超えた場合、公営企業の

経営健全化計画の策定が義務付け

られ、早期の健全化を図らなけれ

ばならない。 


